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（仮称）小田原市省エネルギー化の推進及び再生可能エネルギーの利用の促進に関

する条例等の制定に対する市民意見の募集結果について 

 

１. 意見募集の概要 

政策等の題名 
（仮称）小田原市省エネルギー化の推進及び再生可能

エネルギーの利用の促進に関する条例等の制定 

政策等の案の公表の日 平成２５年９月１７日（火） 

意見提出期間 
平成２５年９月１７日（火）から平成２５年１０月 

１６日（水）まで 

市民への周知方法 

� 広報おだわら９月１５日号 

� 市ホームページへの掲載 

� 意見募集要項及び骨子案を配布 

（エネルギー政策推進課、行政情報センター、タウ

ンセンター、市内各支所・連絡所） 

２. 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数）     ２４件 （８人） 

 インターネット  ４人 

 ファクシミリ  ３人 

 郵送  ０人 

 直接持参  １人 

３. 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次

のとおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの      ６ 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ０ 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの １５ 

Ｄ その他（質問など） ３ 
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〈具体的な内容〉 

(1) 全体について 

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

１  

総則に定めるエネルギー計画

に沿った政策がスムーズに展開

できるような条例の構成が必要

である。  

Ａ  

御意見の趣旨を踏まえ、条例

（案）の構成を見直します。  

２  

市民の安心と安全を確保する

ために限られた財源と人材を投

入すべきである。優先すべきは

なにかを明示し、市政が災害と

医療などインフラ整備に力強く

向かっていく原動力になる条例

となることを期待する。  

Ｃ  

 本条例（案）は、市、市民及び

事業者の責務を明らかにするとと

もに、施策の推進に必要な事項を

定めています。地域全体で再生可

能エネルギーの利用等の促進が図

られるよう、本条例を制定すると

ともに、財源を有効に活用し、安

心・安全なまちづくりを目指して

まいります。  

３  

再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー の 資 源

は、周辺市町村にも様々なポテ

ンシャルがあるので、広域で連

携し、神奈川県西地域における

エネルギーの地産地消を目指す

べきである。  

Ｃ  

御意見は今後の参考とさせてい

ただきます。  

 

(2) 防災対策の推進について 

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

４  

災害に対するエネルギー確保

のために、自給発電に蓄電を併

設させるための誘導策を盛り込

んでほしい。  

Ｃ  

５  

本年実施している小学校の屋

根貸し事業について、非常時に

使用可能なように蓄電池等を整

備し、防災対策のエネルギーモ

デ ル 事 業 と し て 展 開 し て ほ し

い。（同意見１件）  

Ｃ  

本条例（案）は、再生可能エネ

ルギーの利用等の促進に関し、

市、市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、施策の推進に

必要な事項を定めています。いた

だいた御意見にある具体的な施策

や整備計画等につきましては、今

後の検討課題とさせていただきま

す。  
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６  

市民の安全を早急に確保する

ために、防災に関するエネルギ

ーのモデル事業を全ての避難施

設へ展開する等、市としての防

災 エ ネ ル ギ ー 対 策 の 整 備 目 標

（期間を定めた）を明確に示す

必要がある。  

Ｃ  

 

(3) エネルギー計画について  

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

７  

エネルギー計画は、計画立案

段階から市民や地元企業及び団

体（商工会議所等）が参加し、

実効性のある計画・規則づくり

が必須である。  

Ｃ  

御意見の趣旨を踏まえ、市民や

地元企業等が取り組みやすい計画

となるよう、実効性のある計画づ

くりをしてまいります。  

 

(4) 具体的な支援策等について  

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

８ 

小中学校の授業などで、再生

可能エネルギーについて、わか

りやすく学べる環境を作ること

が重要である。 

Ａ  

御意見の趣旨を踏まえ、条例

（案）に反映します。  

９ 

太陽光発電のほか、木質バイ

オマス、地熱、小水力など、小

田原箱根のポテンシャルに沿っ

たテーマを具体的にし、それぞ

れの発電テーマに対する普及支

援策を明確にしてほしい。 

Ｃ  

10 

具 体 的 な 「 支 援 ・ 助 言 」 、

「奨励金」、「認定」の内容を

明確に示してほしい。 

Ｃ  

11 

「省エネ」、「再エネ」の導

入 に は 多 額 の 費 用 が か か る た

め、具体的支援策として、専用

相談窓口の設置、債務保証、利

Ｃ  

本条例（案）は、再生可能エネ

ルギーの利用等の促進に関し、

市、市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、施策の推進に

必要な事項を定めています。具体

的な支援策につきましては、要綱

等で定めてまいります。  
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子補給、基金の創設などを検討

すべきである。 

12 

再生可能エネルギー事業を行

う際は、民間事業者が資金調達

を行ったうえで運営すべきであ

り、税金を使った奨励金給付に

は反対である。 

Ｄ  

再生可能エネルギーの利用は、

地球温暖化対策、防災対策や地域

の活性化に寄与するものです。本

市では、再生可能エネルギーの普

及を加速するため、国の支援制度

に加え、奨励金を交付するもので

す。  

13 

「（仮称）市民参加型再生可

能エネルギー事業」の認定基準

が現実的ではない。（同意見１

件） 

Ｄ  

これまで検討してきた地域主体

の再生可能エネルギー事業の普及

を促進するため、「（仮称）市民

参加型再生可能エネルギー事業」

の認定基準を設定したものです。  

14 

「再生可能エネルギー事業」

を推進するため、さまざまな規

制に対する円滑な事務手続きへ

の支援が必要である。 

Ｃ  

御意見は今後の参考とさせてい

ただきます。  

15 

当該事業に取り組む場合、補

助金を交付している自治体もあ

る。あまり厳しい条例案を作る

ことで、一番の目的をかなえら

れなくなることを恐れる。 

Ｃ  

御意見は今後の参考とさせてい

ただきます。  

 

(5) スマートグリッドについて 

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

16 

地域全体で電力の供給バラン

スをとり、省エネ・創エネを総

合的に考えていくスマートグリ

ッド思想が反映されたモデル地

域を作り出すプロジェクトを具

体化していくべきである。（同

意見１件）  

Ｃ  

本条例（案）は、再生可能エネ

ルギーの利用等の促進に関し、

市、市民及び事業者の責務を明ら

かにするとともに、施策の推進に

必要な事項を定めています。いた

だいた御意見にある具体的な施策

につきましては、今後の検討課題

とさせていただきます。  
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(6) 市民周知について 

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

17 

本条例の目的や理念、責務等

の内容をいかに市民に正しく周

知できるかが重要であることか

ら、市に対しては、一人ひとり

が理解するために必要な方法で

説明を尽くすことを望む。（同

意見１件） 

Ａ  

18 

エ ネ ル ギ ー 計 画 策 定 に 関 し

て、計画を軌道に乗せるために

は、「サイレント・マジョリテ

ィ」をいかに巻き込むかがカギ

となるため、市が率先して周知

活動を行ってほしい。 

Ａ  

19 
小田原市の取組を全国に向け

て発信してほしい。 
Ａ  

 御意見の趣旨を踏まえ、様々な

方法で市民周知や情報発信に努め

てまいります。  

 

(7) 推進体制について 

 意見の内容（要旨）  区分  
市の考え方  

（政策案との差異を含む）  

20 

エネルギー問題は縦割り組織

では迅速な対応を期待できない

ため、組織横断型で取り組む推

進体制を構築すべきである。  

Ｃ  

御意見は今後の参考とさせてい

ただきます。  

 

４. 提出意見と関係なく変更した点 

(1) 条例等の名称について 

省エネルギー化は、再生可能エネルギーの利用の効果を最大限発揮するための

手段と位置づけ、「省エネルギー化」と「再生可能エネルギーの利用」を合わせ、

「再生可能エネルギーの利用等」と整理しました。 

これにより条例名を「（仮称）小田原市省エネルギー化の推進及び再生可能エ

ネルギーの利用の促進に関する条例」から、「小田原市再生可能エネルギーの利

用等の促進に関する条例」と改めました。 

 

(2) 「（５）エネルギー計画の策定」について 
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計画の策定において、新たに、計画の策定における「小田原市環境審議会」の

意見の聴取、計画策定後の速やかな公表等を追加しました。  

 

(3) 市民参加型再生可能エネルギー事業の認定基準「主に市民が構成する団体が実

施する事業であり、かつ、広く市民が参加して実施される事業」について 

市民参加型再生可能エネルギー事業は、「広く市民が参加して実施される」こ

とが望ましいとし、認定基準の「主に市民が構成する団体が実施する事業であ

り」という部分を削除しました。  


